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高山市内における産業廃棄物運搬車に対する路上検査及び 
軽油の抜取調査の結果について 

 

本日、産業廃棄物運搬車に対する路上検査及び軽油の抜取調査を行いましたので、結果を

お知らせします。 

 

１  実施日時   令和８年６月２２日（月）１３時３０分～１５時００分 

 

２  実施場所    国道４１号 リブマックスリゾート飛騨高山～臥龍の郷～ 西側退避場 

（岐阜県高山市一之宮町地内） 

 

３  実施機関     ○産業廃棄物運搬車検査 

環境エネルギー生活部廃棄物対策課   ４名 

飛騨県事務所環境課          ４名 

     ○軽油の抜取調査 

飛騨県税事務所総務課税課       ３名 

 

４  協力機関   高山警察署               ４名 

 

５  結  果 

（１）検査車両 ３台 （軽油の抜取調査は３台に実施） 

産業廃棄物積載 有価物積載 その他 計 

０台 ２台 １台 ３台 

 

（２）検査結果 

○産業廃棄物運搬車検査 

  検査した車については、いずれも産業廃棄物を積載していませんでした。 

 

○軽油の抜取調査 

抜取した燃料の性状を分析したうえで、混和等不正の疑いが認められた場合には、

製造・販売元を追跡するなど、軽油引取税の課税の端緒とします。 


